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○鹿島市就学援助要綱 

平成１７年６月３日 

教委訓令甲第１号 

改正 平成１９年１２月５日教委訓令甲第７号 

平成２１年５月７日教委訓令甲第４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、小

学校及び中学校に在学する児童生徒（学校教育法第１７条及び第１８条に規定する「学齢

児童」及び「学齢生徒」をいう。以下同じ。）のうち経済的理由により就学困難な児童生

徒の保護者に対し就学援助を行い、もって義務教育の円滑な運営を図ることを目的とする。 

（平１９教委訓令甲７・一部改正） 

（資格） 

第２条 この要綱により、教育委員会が就学援助をする者は、鹿島市内に住所を有し、鹿島

市内に設置されている小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者で、次の各号のいず

れかに該当するものでなければならない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（そ

の児童生徒について同法第１３条の規定による教育扶助が行われている保護者を除

く。） 

（２） 前号の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、支給の認定を

することができる。 

（援助の方法） 

第３条 就学援助は、次の援助費の全部又は一部を支給することによって行うものとする。

ただし、就学援助の目的を達するために必要があると認めるときは現物給付によって行う

ことができる。 

（１） 学校給食費 

（２） 義務教育に伴って必要な学用品代及び通学用品代 

（３） 修学旅行費 

（４） 校外活動費 

（５） 学校保健安全法施行令（昭和３３年政令第１７４号）第８条に規定する疾病の治

療に要する医療費 
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（６） その他義務教育に伴って必要なもの 

（平２１教委訓令甲４・一部改正） 

（申請） 

第４条 就学援助を必要とする者は、教育委員会に申請するものとする。 

（認定） 

第５条 教育委員会は、前条による申請があった場合は第２条に規定する資格の有無を審査

して支給を認定するものとする。 

２ 前項による認定をしたときは、保護者に通知する。 

（援助費の支給） 

第６条 援助費は、児童生徒の保護者に対し口座振替等の方法によって支給するものとする。

ただし、在学する学校の学校長を保護者の代理者として支給する場合は、保護者から委任

状を提出させるものとする。 

２ 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該日が属する学年

の末日までとする。 

（就学援助の廃止又は停止） 

第７条 就学援助を受けている者（以下「受給者」という。）が、第２条に定める資格を欠

くに至ったとき又は就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止する。ただし、

特別の事情がある場合は、このかぎりではない。 

（返還） 

第８条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、又は

既に交付した援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） 偽りその他不正な行為により就学援助を受けたとき。 

（２） 援助費の交付に当たり教育委員会が付する条件に違反し、又は援助費をその目的

以外のことに使用したとき。 

（委任） 

第９条 この要綱の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年教委訓令甲第７号） 

この要綱は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第９６号）附則第１条

本文に規定する政令で定める日から施行する。 
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附 則（平成２１年教委訓令甲第４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


